
別記様式（第４条関係）

随意契約結果一覧

件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）

契約業者
予定価格
(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会の
開催の有
無

備考

三重県知事選挙・三重県議会
議員選挙　開票集計システム
バージョンアップ作業

平成31年4月1日
株式会社ムサシ名古
屋支店

712,800 712,800

地方自治法施行令第167条の2第1項2号
による随意契約。
現在導入しているシステムのバージョン
アップ作業であり、導入業者以外には委託
することができないため。

無

三重県知事選挙・三重県議会
議員選挙　選挙機器点検等業
務委託

平成31年4月1日
株式会社ムサシ名古
屋支店

869,400 869,400

地方自治法施行令第167条の2第1項2号
による随意契約。
当該機器の導入業者であり、導入業者以
外では精密な点検はできず、仮に導入業
者以外が履行した場合、瑕疵担保責任の
範囲が不明確になるため。

無

三重県知事選挙及び三重議
会議員選挙の執行にかかる
仮設スロープ設置、管理、撤
去業務委託

平成31年4月1日 株式会社西川建設 594,000 594,000

地方自治法施行令第167条の2第1項2号
による随意契約。
対象投票所の仮設スロープの保管・管理
業者であり、当該業者以外には委託する
ことができないため。

無

参議院議員選挙入場券作成 令和1年6月3日
株式会社松阪電子計
算センター

2,735,121 2,735,121

地方自治法施行令第167条の2第1項2号
による随意契約。
当該業者は、本市の住民基本台帳及び選
挙人名簿を取り扱っている唯一の業者で
あるため、当該業者と契約を締結しなけれ
ば本契約の目的を達成することができな
いため。

無

所属（課名）　　　選挙管理委員会事
務局



参議院議員選挙投票所入場
券封入封緘処理業務委託

令和1年6月3日
株式会社イセトー名古
屋支店

691,200 691,200

地方自治法施行令第167条の2第1項6号
による随意契約。
当該業者が原版を保有することから別途
随意契約をする投票所入場券及び投票所
入場券の封筒の印刷業務に付帯する業
務であるため。
また、本契約の業務は、入場券と封筒の
大きさを合わせるため、封筒を形成しなが
ら封入作業を行う必要があり、別途入場券
と封筒の印刷業務を行っている当該業者
でないと業務を行うことができないため。
なお、この方法をとることで、宛名が窓から
ずれない、ミシン目で開封しても中の入場
券が破れない、通常の封筒に封入する方
法に比べて破損が出にくい等の利点があ
る。

無

参議院議員選挙　投票所入場
券及び投票所入場券用封筒
印刷

令和1年6月3日
株式会社イセトー名古
屋支店

676,620 676,620

地方自治法施行令第167条の2第1項7号
による随意契約。
当該業者は、投票所入場券及び投票所入
場券封筒の原版を保有しており、他業者と
比べ、著しく有利な価格で契約が可能であ
るため。

無

自書式投票用紙読取分類機
テラックCRS-VA　反転ユニッ
ト購入

令和1年6月11日
株式会社ムサシ名古
屋支店

1,134,000 972,000

地方自治法施行令第167条の2第1項2号
による随意契約。
既存の読取分類機（テラックＣＲＳ-ＶＡ）本
体に接続する機器であり、製造元の株式
会社ムサシからしか購入できないため。

無

参議院議員選挙期日前当日
投票システム関連作業委託

令和1年6月21日
日本電気株式会社三
重支店

1,737,450 1,737,450

地方自治法施行令第167条の2第1項2号
による随意契約。
現在導入しているシステムの関連作業業
務であり、導入業者以外には委託すること
ができないため。

無

参議院議員選挙　選挙公報折
込業務委託

令和1年7月1日
株式会社中日三重
サービスセンター

571,428 571,428

地方自治法施行令第167条の2第1項2号
による随意契約。
当該業者は、松阪市域の各朝刊紙（中日・
伊勢・産経・日経）に折込業務を行う唯一
の業者であるため、当該業者と契約を締
結しなければ、契約の目的を達成すること
ができないため。

無



参議院議員選挙の執行にか
かる仮設スロープ設置、管
理、撤去業務委託

令和1年7月1日 株式会社西川建設 680,400 680,400

地方自治法施行令第167条の2第1項2号
による随意契約。
対象投票所の仮設スロープの保管・管理
業者であり、当該業者以外には委託する
ことができないため。

無

参議院議員選挙　選挙機器点
検等業務委託

令和1年7月1日
株式会社ムサシ名古
屋支店

1,040,040 1,040,040

地方自治法施行令第167条の2第1項2号
による随意契約。
当該機器の導入業者であり、導入業者以
外では精密な点検はできず、仮に導入業
者以外が履行した場合、瑕疵担保責任の
範囲が不明確になるため。

無

松阪市長選挙投票所入場券
封入封緘処理業務委託

令和1年8月1日
株式会社イセトー名古
屋支店

691,200 691,200

地方自治法施行令第167条の2第1項6号
による随意契約。
当該業者が原版を保有することから別途
随意契約をする投票所入場券及び投票所
入場券の封筒の印刷業務に付帯する業
務であるため。
また、本契約の業務は、入場券と封筒の
大きさを合わせるため、封筒を形成しなが
ら封入作業を行う必要があり、別途入場券
と封筒の印刷業務を行っている当該業者
でないと業務を行うことができないため。
なお、この方法をとることで、宛名が窓から
ずれない、ミシン目で開封しても中の入場
券が破れない、通常の封筒に封入する方
法に比べて破損が出にくい等の利点があ
る。

無

松阪市長選挙　投票所入場券
及び投票所入場券用封筒印
刷

令和1年8月1日
株式会社イセトー名古
屋支店

676,620 676,620

地方自治法施行令第167条の2第1項7号
による随意契約。
当該業者は、投票所入場券及び投票所入
場券封筒の原版を保有しており、他業者と
比べ、著しく有利な価格で契約が可能であ
るため。

無

松阪市長選挙入場券作成 令和1年8月5日
株式会社松阪電子計
算センター

2,407,622 2,407,622

地方自治法施行令第167条の2第1項2号
による随意契約。
当該業者は、本市の住民基本台帳及び選
挙人名簿を取り扱っている唯一の業者で
あるため、当該業者と契約を締結しなけれ
ば本契約の目的を達成することができな
いため。

無



松阪市長選挙期日前当日投
票システム関連作業委託

令和1年8月23日
日本電気株式会社三
重支店

1,737,450 1,737,450

地方自治法施行令第167条の2第1項2号
による随意契約。
現在導入しているシステムの関連作業業
務であり、導入業者以外には委託すること
ができないため。

無

松阪市長選挙　選挙機器点検
等業務委託

令和1年8月23日
株式会社ムサシ名古
屋支店

807,840 807,840

地方自治法施行令第167条の2第1項2号
による随意契約。
当該機器の導入業者であり、導入業者以
外では精密な点検はできず、仮に導入業
者以外が履行した場合、瑕疵担保責任の
範囲が不明確になるため。

無

松阪市長選挙の執行にかか
る仮設スロープ設置、管理、
撤去業務委託

令和1年9月1日 株式会社西川建設 680,400 680,400

地方自治法施行令第167条の2第1項2号
による随意契約。
対象投票所の仮設スロープの保管・管理
業者であり、当該業者以外には委託する
ことができないため。

無


